
 

 

 

 

第２回   （ 令和５年２月 ） 

 

 

宮 津 市 教 育 委 員 会 
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第２回（令和５年２月）宮津市教育委員会定例会会議録 

 

日  時    令和５年２月 16 日（木）午前 9 時 00 分～  

場  所    宮津市福祉・教育総合プラザ応接会議室  

 出席者    山本雅弘  伊藤正  田崎浩二  尾﨑里花子  藤井陽子  

 事務局    大井教育次長  永濱学校教育課長  吉田社会教育課長  東文化財保護担当課長  

大槻総括指導主事  森本学校教育課参事  細見指導主事  公庄学校教育係長  

 （傍聴者 1 名）  

１  開  会  

２  前回会議録の承認  

３  会議録署名委員の指名   

４  会期の決定  

５  教育長報告  

６  議  事  

  議第１号  宮津市育英資金貸付基金条例の廃止について  

  議第２号  宮津市学校給食費徴収条例の一部を改正する条例について  

  議第３号  令和４年度宮津市一般会計補正予算（第９号）（教育委員会関係分）について  

  議第４号  令和５年度宮津市一般会計予算（第１号）（教育委員会関係分）について  

７  その他  

(1) ３月の主な日程（教育委員会関係分）について  

(2) 宮津市教育フォーラム開催報告について  

８  閉  会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－開会：  9:00－  

 

 

山本教育長  只今から、令和５年第２回宮津市教育委員会定例会を開会し、た  

だちに本日の会議を開きます。  

 

それでは、次第に沿って会議を進行します。  

■次第２「前回会議録の承認」  

 各委員よろしければ、尾﨑委員と田崎委員にお世話になります。 

■次第３「会議録署名委員の指名」  

 会議規則第 18 条第 2 項の規定により、教育長において田崎委員

と伊藤教育長職務代理を指名しますので、よろしくお願いします。 

■次第４「会期の決定｣ 

本日の定例会の会期は、１日としたいと思います。  

これにご異議ありませんか。  

 

出席委員  

 

 異議なし  

 

山本教育長  

 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日 1 日間と決定いたし

ます。  

 

山本教育長  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■次第５「教育長報告」  

【報告事項】  

１  市立幼稚園、小中学校の状況について  

 ○本日は公立高校の前期選抜試験が実施されます。天候を心配して

いましたが、雪も少なく良かったと思います。  

 ○ 1/28 に開催した教育フォーラムの感想では、９割の方から好評を

いただきました。次回のフォーラムについても、子ども達の声を

聞くような内容で検討したいと思います。  

 ○小中学校では with コロナのなかで、入試や卒業式に向けて取組

を進めています。インフルエンザとコロナの同時流行を懸念して

いましたが、今のところ流行はでていません。引き続き感染症対

策を行っていきます。  

 ○マスクの着用について、国は 5/8 以降は基本的には着用しなくて

よいという方針を示しています。卒業式も児童生徒はマスクを外

して実施するという通知が出ておりますので、市立小中学校も同

様の対応を検討しています。来賓の祝辞につきましても、これま

で印刷配布で対応してきましたが、今回はコロナ前と同様に読み

上げの予定をしています。  

 ○不登校児童生徒について、小学校の急増が気になっています。原

因や対策を検討したいと思います。  

 

２  定期人事異動について  

○教職員の定期人事異動について、２月、３月の臨時会で内申をお

世話になります。  

 

３  その他  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

 

 

 

森本学校教育課参事  

 

 

山本教育長  

 

 

田崎委員  

 

森本学校教育課参事  

 

藤井委員  

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

尾﨑委員  

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

 

 ○ 2/3 に天橋立国際オンラインカンファレンスが実施されました。

フランス語と日本語の同時通訳で行われました。モン・サン・ミ

ッシェルの関係者からも天橋立を応援いただく発言をいただき

ました。世界での天橋立の価値向上が重要だと感じました。  

 ○ 2/27 に宮津中学校で教職員を対象にコミュニケーション教育の

研修会を行い、3/16 には宮津中学校でモデル授業を実施する予定

です。  

 ○ 3/1 は宮津高校伊根分校の閉校式が執り行われます。同日に網野

高校間人分校の閉校式も行われる予定です。これで府立高校は全

て新体制に移行することとなります。  

 ○ 3/24 ふるさとみやづ学～高校生立志編～を行います。  

 

  

 教育フォーラムは、中学生・高校生が大勢の前でしっかりと話すこ

とができていて感心しました。子ども達にとっても良い経験になった

と思います。また、学校のことだけではなく、地域との関わりなども

聞くことができて良かったと思います。次回は、橋立中学校の生徒も

参加できると良いと思いました。  

 

 打ち合わせの時から、高校生を中心に生徒同士で話ができていまし

た。生徒達にとっても良い経験となり自信につながったと思います。 

 

シナリオを用意せずに、フリーでディスカッションできたことが良

かったと思います。  

 

 一般の方の参加はどのくらいありましたか。  

 

 一般と保護者を合わせて 62 名の参加でした。  

 

 子ども達のフリートークは素晴らしかったと思います。逆に、会場

に感想を求められたときに、大人の私たちが何も言えなかったことを

残念に思っています。大人も自分の考えをしっかりと発言できなくて

はいけないと感じました。次回は大学生も参加できると更に面白いの

ではないかと思います。  

 3/16 の宮津中学校のモデル授業は参観できるのでしょうか。  

 

 参観していただきたいと思います。またご案内いたします。  

 

 フォーラムでは、子ども達が本音で意見をしっかりと言えていて、

力を発揮できる場ができて良かったと思います。それに対して大人

は、意見が言えず残念でした。  

 

 次回は、橋立中学校の生徒や大学生の参加も検討したいと思います

し、実施の時期も天候や生徒の予定を考えて決めていきたいと思いま

す。  

 

■６議事  

 それでは、議事に移ります。  

◇議第 1 号「宮津市育成資金貸付基金条例の廃止について」事務局か



 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

田崎委員  

 

 

山本教育長  

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら説明をお願いします。  

 

 宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第２号の規定に基づき、

委員会の議決を求めるものです。  

宮津市育英資金貸付基金は、高等学校生徒等の経済的負担を軽減す

るために貸し付ける育英資金に係る事務を円滑かつ効率的に行うた

め、昭和 39 年度に設置したものです。  

これまで、 63 件、約 7,840 万円を貸し付けてきましたが、平成 22

年の高校授業料の無償化等により、新規貸付希望が減少、平成 30 年

度以降は新規貸し付け希望が全くないことに加え、京都府においても

同様の貸付制度が設けられていることから、宮津市育英資金貸付事業

を終了し、この基金を廃止するものです。  

返還中の 40 件、17,109,300 円については、償還事務を継続します。 

また、基金残高については、「子ども若者未来応援基金」に積み立

て、子育て支援、教育振興事業に活用することとしております。  

施行日は、公布の日でございます。  

以上、誠に簡単ではございますが、議第１号に係る説明とします。

可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

 ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

 この貸付制度で助かったご家庭がたくさんあると思います。高校無

償化などにより、当制度の役割を終えたものと思います。  

 

 議第 1 号「宮津市育英資金貸付基金条例の廃止について」は承認す

ることとしてご異議ありませんか。  

 

 異議なし  

 

議第 1 号「宮津市育英資金貸付基金条例の廃止について」は可決い

ただきました。  

 

◇議第 2 号「宮津市学校給食費徴収条例の一部を改正する条例につい

て」事務局から説明をお願いします。  

 

 宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第２号の規定に基づき、

委員会の議決を求めるものです。  

近年の物価高騰により給食食材費も高騰する中、学校給食費の改正

（増額）を行うものです。  

改正額としては、年額で、小学校は 48,000 円を 51,600 円に、中学

校は 51,600 円を 55,200 円に、幼稚園は 33,600 円を 36,000 円に、教

職員等については 51,600 円を 58,800 円に改正し、食材調達相当額を

保護者に負担していただくものです。  

なお、令和５年度においては、保護者負担軽減のため物価高騰分を

市が支援することとして、保護者負担を、小学校は 49,200 円、中学

校は 52,800 円、幼稚園は 34,800 円とすることとしております。  

施行日は令和５年４月１日でございます。  

以上、誠に簡単ではございますが、議第２号の説明とさせていただ

きます。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 



 

山本教育長  

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

山本教育長  

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問等ありましたらお願します。  

 

 食材費が高騰していますので、給食費の値上げは仕方ないと思いま

す。急に値上げを行うのではなく、令和 5 年度の 1 年間は保護者負担

を押さえていただけるという事で、良いと思います。  

 現在は、食材費の補助はなくなったのでしょうか。  

 

 以前は米の補助などがありましたが、現在はなくなっています。  

 

 議第 2 号「宮津市学校給食徴収条例の一部を改正する条例につい

て」は承認することとしてご異議ありませんか。  

 

 異議なし  

 

議第 2 号「宮津市学校給食徴収条例の一部を改正する条例につい

て」は可決いただきました。  

 

◇議第 3 号「令和 4 年度宮津市一般会計補正予算（第 9 号）（教育委

員会関係分）について」事務局から説明をお願いします。  

 

 宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第９号の規定に基づき、

委員会の議決を求めるものです。  

主要事業の概要をご覧ください。教育委員会関係分について説明し

ます。  

○子どものための感染拡大防止対策の強化  

（新型コロナウイスル感染拡大防止事業）  

国の補正予算を活用して、学校・幼稚園の新型コロナウイルス感染

防止対策や学習保障等を充実するために、１校あたり 90、 135 万円、

１園あたり 40 万円を措置するもので、今回の補正額 1,185 万円のう

ち、小中学校、幼稚園に係るものは 845 万円です。また、全額を令和

５年度に繰り越すこととしています。  

○国府支出金等返還金  

平成 30 年度令和元年度の放課後児童クラブにかかる子ども子育て

支援交付金について、クラブ開設日数の再確認による国庫・府費の返

還金を計上するものです。  

○スクールバス運行事業  

1,350 万円の減額補正です。スクールバス運行委託料について、入

札により、当初予算時の想定より安価に委託契約できたことによる減

額で、決算を見込んでの予算整理です。  

○重要文化的景観保護推進事業  

決算見込みによる 933 万円の減額補正です。  

○教育基金積立金  

1,240 万円の減額補正です。教育基金も当初予算時の想定の寄附金

には届かず、決算見込みに基づく予算整理です。  

 

以上、誠に簡単ではございますが、議第３号に係る説明といたしま

す。ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 



山本教育長  

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今の説明に関して、質問等ありましたらお願いします。  

 

質問なし  

 

議第 3 号「令和 4 年度宮津市一般会計補正予算（第 9 号）（教育委

員会関係分）について」は承認することとしてご異議ありませんか。 

 

異議なし  

 

議第 3 号「令和 4 年度宮津市一般会計補正予算（第 9 号）（教育委

員会関係分）について」は可決いただきました。  

 

◇議第 4 号「令和 5 年度宮津市一般会計予算（第 1 号）（教育委員会

関係分）について」事務局から説明をお願いします。  

 

 宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第９号の規定に基づき、

委員会の議決を求めるものです。  

「令和５年度当初予算 (案 )の概要」をご覧ください。  

令和５年度の当初予算の編成方針です。令和５年度は、第７次総合

計画の３年目として、「みんなが活躍する豊かなまち“みやづ”」に向

けて引き続き、「若者が住みたいまちづくりプロジェクト」と「宮津の

宝を育むチャレンジプロジェクト」の２つの重点プロジェクトと５つ

のテーマ別戦略、及び、「環境対策」「行政 DX」「公共施設マネジメン

ト」の重点事項を確実に推し進めるための｢人口減少などの難局に立

ち向かう『輝く未来へのチャレンジ予算』｣として編成されたもので

す。  

令和５年度予算額は一般会計で１ 16 億 7,072 万 3 千円で、うち教

育費として 10 億 9,619 万 1 千円（ 9.4％）となっています。  

 令和５年度は、令和２年度以来３年ぶりの 110 億円を上回る予算規

模となっています。  

主要事業の概要ですが、総合計画の２つの重点プロジェクトと５つ

のテーマ別戦略に加え、「新型コロナウイルス感染症対策、原油価格・

物価高騰対策」に関連した事業を計上しています。  

 令和５年度は、特に、喫緊の課題である「選ばれるまち」に向けた

総合的な移住定住対策等の充実  に向けた事業を予算化しています。 

それでは、教育委員会関係予算につきまして、所管ごとに主な事業

をご説明いたします。  

 

◆教育委員会学校教育関係  

○「学校トイレ洋式化の推進（中学校施設整備事業）」  

令和５年度当初予算額 5,800 万円で、宮津中学校のトイレ洋式化工

事費を計上するものです。改修により中学校トイレ洋式化率は現在の

22.8％から 48.9％になる見込みです。他の学校についても順次、整備

を行っていくこととしています。  

○「こころのまど・ひろば運営事業」 648 万 4 千円  

○「宮津の新たな学び創造事業」 643 万 3 千円  

 令和 5 年度は新たにコミュニケーション教育や中学校におけるオー

ルイングリッシュ授業の導入を計上しています。また、漢字能力検定

や英語検定の受検料補助など、これまでの取組を継続実施することと



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田社会教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東文化財保護担当課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

 

田崎委員  

 

吉田社会教育課長  

 

 

 

 

しています。  

○「物価高騰下での給食費高騰対策支援」 398 万 3 千円  

 物価高騰に伴う給食費の値上がり分に対して、私立幼稚園、自校給

食実施校、センター方式給食を実施している公立幼稚園、小中学校の

給食費を支援するものです。  

○「 ICT 活用による教育環境の向上」 36 万円  

 新たに学校・園と保護者との連絡ツールを導入する経費です。  

○「中学校卒業・夢未来応援事業」 1,300 万円  

 教育委員会の所管事業ではありませんが、中学校を卒業する生徒の

保護者を対象に、新生活に向けた給付金を支給するものです。  

 

◆社会教育課社会教育係関係  

○「養老地区公民館長寿命化対策事業」 2 億 9,200 万円  

 養老地区公民館について、放射線防護施設の整備に伴い長寿命化対

策を行うものです。  

○「公民館整備事業」 1 億 3,000 万円  

 上宮津地区公民館を旧上宮津小学校に移転するにあたり、改修整備

を行うものです。  

○「公民館管理運営事業」  

 日置地区公民館において、保護者や地域の方にご協力いただき、新

たに日置放課後見守り活動を実施する予算を計上しています。  

 

◆社会教育課文化財保護関係  

○「歴史文化を活かした観光誘客推進事業」  

 観光所管の予算にはなりますが、旧三上家住宅を活用した観光コン

テンツづくりなどの経費を計上しています。  

○「文化庁京都移転を契機とした文化創造・発信事業」  

 文化庁の京都移転に合わせて、京都府を中心に様々な催しが計画さ

れています。本市も記念フォーラムなど連携したイベントを企画して

いるところです。社会教育課としては、特に子ども学芸員養成講座に

ついて、小学校とも連携し、子どもの頃から文化財の保護や活用に興

味を持てるよう、将来の担い手育成に取り組んでいきたいと考えてい

ます。  

 

以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

 ただ今の説明に関して、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

 学校のトイレ整備に多くの予算を計上していただき、ありがたいと

思います。学校施設等の在り方検討委員会や教育懇話会の場でも、ト

イレの整備については要望がたくさん出ていました。  

 

 日置の放課後見守り活動とはどのようなものですか。  

 

 放課後子ども教室として、体験活動を中心に地域の方や保護者の方

にお願いして、公民館とも連携しながら放課後の居場所づくりを実施

していきたいと考えています。現在は週 1 日の活動を行っていただい

ていますが、来年度は活動日数を増やしていく予定としています。  
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 中学生の主張大会など、大会後に冊子を作成して関係者に送付して

いただいていますが、郵送ではなく会議等の際に手渡しするなど、経

費削減をお願いします。  

 

 「中学校卒業・夢未来応援事業」は福祉の施策ではありますが、子

ども達への応援として、中学校卒業生に 5 万円を支給する事業です。

教育委員会としてもしっかりと支援していきたいと考えています。  

 

 給食費の高騰支援は、民間施設も対象となっており、公平に支援が

できて大変良いと思いました。  

 「 ICT 活用による教育環境の向上」で、保護者との連絡ツールとは

どのようなものでしょうか。  

 

 連絡アプリを導入し、保護者と学校・園間で双方向の連絡が行える

ようにするものです。保護者の利便性向上に加えて、先生方の働き方

改革にもつながると考えています。  

 

 「宮津の新たな学び創造事業」では、コミュニケーション教育や英

語授業の取組など、新しい試みもありますが、これまでからの漢検・

英検補助を継続していただけるのは良いと思います。  

 

 コミュニケーション授業は平田先生にも協力いただき導入してい

きたいと考えています。  

オールイングリッシュ授業については、通常の教科英語とは別に、

英語で「話すこと」、英語を「聞くこと」を中心とした英語に慣れる授

業を選択英語として行いたいと考えています。文法どおりではなくて

もよいので、英語で伝える、伝わることを目指して、正規の教科英語

とは分けて実施したいと思います。すぐにオールイングリッシュ授業

とはならないと思いますが、生徒にも先生方にも負担にならないよ

う、英語を楽しむ授業にしたいと思います。  

 

 文法が間違っていたら試験では通用しないのかもしれませんが、相

手に伝えるためには、英語に慣れることが大切だと思います。  

 

 英語については、これまでの「読む」「書く」から「話す」「聞く」

を重視する方向に変わってきています。大学入試もそのような方向で

変わってきていますし、入試が変わるということは高校の授業も変わ

りますので、中学校の学び方も対応していかないといけないと思いま

す。  

また、これからは CBT（コンピュータを使ったテスト）が主流にな

っていきます。そうした環境にも慣れていく、対応していく必要があ

ります。  

 

 廃校となった上宮津小学校を公民館に改修する予算を計上いただ

いていますが、廃校がこのように利活用されるのは大変良いことだと

思います。もっとたくさんの人が利用できるように、発信を強化して

いただきたいと思います。  

 

 ホームページでも公民館だよりを掲載するなど、発信に取り組んで
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いきたいと思います。  

 

 旧上宮津小学校の改修は令和 5 年度末に完成予定ですか。  

 

 工期につきましては、着工から 4 か月くらいだと見込んでおります

が、資材の関係など不透明なところもありますので、令和 5 年度末ま

での完成としています。  

 

 旧上宮津小学校も旧日置中学校のように地域の方々に活用される

と良いと思います。校舎の跡が活用できるのは良いことだと思いま

す。  

 

 文化庁の京都移転は、天橋立の世界遺産登録に向けて有利になるの

でしょうか。  

 

 文化庁には天橋立に行ったことのない方もおられますので、機会を

見つけてこちらに来ていただけるようにしたいと思います。  

 

 先日もテレビで天橋立が放映されていましたが、北部がメディアに

取り上げられて、たくさんの方に知られると良いと思います。  

 

 関西版ではよく放映していただいていますが、関東系や全国版のメ

ディアにも映るようになると良いと思います。また、世界遺産登録に

向けては、世界の中での認知度を上げていくことや、景観だけではな

く、歴史や文化面での世界的なインパクトを出していくことが必要だ

と感じています。OUV（普遍的価値）を世界の中でどう証明していくの

かが大切になります。  

 

 スポーツの関係で、天橋立ツーデーウォークについて、これも福知

山マラソンンのように毎年定番のイベントとして、市民に定着すると

良いと思いました。  

 

 それでは、議第 4 号「令和 5 年度宮津市一般会計予算（第 1 号）（教

育委員会関係分）について」は承認することとしてご異議ありません

でしょうか。  

 

 異議なし  

 

 議第 4 号「令和 5 年度宮津市一般会計予算（第 1 号）（教育委員会

関係分）について」は可決いただきました。ありがとうございました。 

 

■７その他  

◆次回教育委員会日程  

○定例会  ３月 28 日（火）午前９時～   

○臨時会  ２月 24 日（金）午前９時～  

     ３月 10 日（金）午前 10 時～  

 

○宮津市教育フォーラム開催報告  

 開催結果まとめ、参加者アンケートの報告  
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○吉津小学校 6 年生  地域の名所を紹介するリーフレット作成  

作成にあたっては、学校運営協議会に協力いただいた。  

吉津地区に各戸配布予定  

 

 他に何かありましたら、お願いします。  

 

 デジタル教科書について導入が進められていると思いますが、具体

的にはどのような活用になるのか知りたいと思います。  

 

 次回、デジタル教科書について説明させていただきます。  

他になければ、第２回宮津市教育委員会定例会を閉会します。  

ありがとうございました。  

 

 

  

－閉会： 10：45－  

 

  


